
 （目的） 

第１条 発注者は、学校保健安全法の規定に基づく尿検査の業務を受注者に委託し、受注者はこれを受

託する。 

 

 （処理の方法） 

第２条 発注者が受注者に委託する業務は、児童生徒尿検査委託仕様書（以下「仕様書」という。）の

とおりとする。 

 

 （委託料の請求） 

第３条 頭書に定める委託料の請求は、仕様書「２（４）業務完了報告」に定める報告が完了した後に、

受注者が発注者に行うものとする。この場合において、請求金額に１円未満の端数がある場合は、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

 

（履行遅滞） 

第４条 受注者の責めに帰すべき事由による履行遅滞を生じたるときは、受注者は、発注者

に対し、違約金を支払わなければならない。 

２ 前項に規定する違約金は、契約金額に予定件数を乗じて得た金額につき遅延日数に応じ

年２．５パーセントの割合で算出した額とする。 

 

 （発注者の契約解除権） 

第５条 発注者は、受注者が次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。  

（１）  受注者がこの契約に違反したとき。 

（２）  受注者の故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。  

（３）発注者が相当の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その契約期間中

  に業務を遂行する見込みがないと明らかに認めるとき。ただし、この契約及び取引上

  の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。  

２ 前項の規定により、この契約が解除されたときは、受注者は契約金額に予定件数を乗じて得た金額

の総額（履行部分があるときは、契約金額から履行部分の代金を控除した額とする）の１０分の１に

相当する違約金を支払うものとする。 

 

（守秘義務） 

第６条 受注者は、委託業務の履行により知り得た一切の情報を第三者に提供若しくは漏らし、又は委

託業務の履行以外の目的に使用してはならない。契約期間満了後又は契約解除後においても同様とす

る。 

２ 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別紙「個人情報の取扱

いに関する特記事項」を遵守しなければならない。 

 

 （環境配慮事項の遵守） 

第７条 受注者は、この契約による業務を行うにあたり、発注者の取り組む環境方針に基づき、次のと

おり努めなければならない。 

（１）「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギー、廃棄物の削



減に取り組むとともに、環境関連法令の規制等を遵守するものとする。 

（２）発注者への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用するものとする。 

（３）業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底し、他者に運搬等を委

託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよう努めるものとする。 

（４）業務の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の処理にあたっ

ては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、条例、相模原市一般廃棄物処理実施計画など、関連

法令等を順守し、適正に処理すること。 

 

（暴力団等排除に係る発注者の解除権） 

第８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わない

ものとする。 

（１）受注者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第

３１号。以下本条及び第９条において、「条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団員等

（以下「暴力団員等」という。）と認められるとき、又は、法人等（法人又は団体をいう。）であ

る場合には、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

（２）受注者が、神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下本条において、

「県条例」という。）第２３条第１項に違反したと認められるとき。 

（３）受注者が、県条例第２３条第２項に違反したと認められるとき。 

（４）受注者が、条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又は受注

者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者が、暴力団員等と

密接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額に予定件数を乗じ

て得た金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら

ない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金の納付が行われているときは、

発注者は、当該契約保証金をもって前項の違約金に充当することができる。 

 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第９条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第２条第２号に定める暴力団（以下「暴力団」とい

う。）又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察

署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

２ 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者と

履行期限に関する協議を行わなければならない。 

３ 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに発注

者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 

４ 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者と履行

期限に関する協議を行わなければならない。 

 

 （疑義の協議） 

第１０条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義を生じたときは、発注者と受注者と双方



で協議のうえ決定するものとする。 



 【個人情報の取扱いに関する特記事項】 

 

(個人情報の保護に関する法律等の遵守) 

第１条 「児童生徒尿検査委託」(以下「本委託業務」という。)について、受注者は、個人情報の保護

に関する法律(平成１５年法律第５７号。以下「法」という。)及び関係法令等に基づき、本個人情報の

取扱いに関する特記事項(以下「本特記事項」という。)を遵守しなければならない。 

 

(責任体制の整備) 

第２条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持し

なければならない。 

 

(責任者等の報告) 

第３条 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を定め、業務の着手前に文書(電磁的

記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録

をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を変更する場合の手続を定めなければな

らない。 

３ 受注者は、責任者を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認を得なければな

らない。 

４ 受注者は、業務従事者を変更する場合は、事前に文書により発注者に報告しなければならない。 

 

(作業場所の特定) 

第４条 受注者は、発注者と協議し、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、

本委託業務の着手前に文書により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認を得なければ

ならない。 

３ 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び業務従事者に対して、受注

者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 

 

(監督、教育等の実施) 

第５条 受注者は、個人情報の取扱いに関する責任者及び業務従事者に対する適切な監督を行うととも

に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、責任者及び業務従事者が遵守すべき事

項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を責任者及び業務従事者全員に対して実施し

なければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなけれ

ばならない。 

 

(守秘義務) 

第６条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはな



らない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、本委託業務に関わる責任者及び業務従事者に対して、退職した後も含め、第１項の個人

情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用させないため必要かつ適切な監督をしなければ

ならない。また、本委託業務に関わる責任者及び業務従事者に対して、秘密保持に関して誓約する旨

を文書により提出させ、文書によりこのことを発注者に報告しなければならない。 

 

(再委託) 

第７条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託してはならない。 

 

(派遣労働者等の利用時の措置) 

第８条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、

正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 

 

(個人情報の管理) 

第９条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるとこ

ろにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

（１）施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管するこ

と。 

（２）発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さないこと。 

（３）個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措

置を施すこと。 

（４）事前に発注者の承認を受けて、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報の複製又は

複写をしないこと。 

（５）個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

（６）個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保

管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

（７）個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏えい等の事故」とい

う。）を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 

（８）作業場所に、私用パソコン、私用外部電磁的記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を

扱う作業を行わせないこと。 

（９）個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関

係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（１０）個人情報を、電子メールで送信しないこと。ただし、発注者が承認したときはこの限りではな

い。 

 

(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止) 

第１０条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し



てはならない。また、発注者の承認なく第三者へ提供してはならない。 

 

(個人情報の返還又は消去等) 

第１１条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者

の指定した方法により、返還又は消去若しくは廃棄を実施しなければならない。 

２ 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄

すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を文書により発注者に申

請し、その承認を得なければならない。 

３ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなけ

ればならない。 

４ 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的

記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければなら

ない。 

５ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者氏名及び消去

又は廃棄の内容を記録し、文書により発注者に対して報告しなければならない。 

 

(開示請求等) 

第１２条 個人情報に係る本人からの開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、発注者が法及

び相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和４年相模原市条例第３２号)の規定に基づき対

応するものとする。 

 

(定期報告及び緊急時報告) 

第１３条 受注者は、個人情報の取扱いの状況について定期に又は発注者の求めに応じて文書により報

告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならな

い。 

 

(監査及び実地検査) 

第１４条 発注者は、本契約及び本特記事項の遵守状況を確認するため、受注者に対して、監査又は実

地検査(以下「監査等」という。)を行うことができる。ただし、実地検査を行うことが難しい場合で

あって、受注者が当該実地検査の項目について調査した結果を発注者に報告したときは、この限りで

ない。 

２ 受注者は、発注者が監査等を行う場合、当該監査等に協力しなければならない。 

３ 発注者は、監査等を行うときは、受注者に対し、あらかじめ通知するものとする。 

４ 発注者は、監査等の結果、個人情報の取扱いについて改善が必要であると認めるときは、受注者に

対し、その改善を指示することができる。 

５ 受注者は、前項の規定による指示を受けたときは、その指示への対応について、発注者が指定する

期限までに報告しなければならない。 

 



(事故時の対応) 

第１５条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生

に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、

事故の発生場所、発生状況を文書により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証

拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画

を定めなければならない。 

３ 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故

に関する情報を公表することができる。 

 

(契約解除) 

第１６条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本委託業務の全部又は一

部を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、そ

の損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

(損害賠償) 

第１７条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことによ

り、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、第三者に本委託業務の実施に起因する損害を与えた場合は、その損害を自らの責任にお

いて賠償するものとする。        

 


